
お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

　共済組合では、平成26年４月1日以降に新たに開設する共済預金口座から、副印鑑（通帳表紙裏面に貼付して
いるお届印）の貼付を原則廃止するとともに、既に副印鑑が貼付された通帳をお持ちの方については、希望によ
り副印鑑の取外しが出来るものとしております。
　なお、副印鑑の貼付がない通帳で、口座開設店以外の窓口で共済預金の払戻しを希望する場合、払戻しまで
に数日を要することとなりますので、本組合の入学貸付などで臨時にお金を必要とする場合にはご注意ください。
　また、副印鑑を新たに貼付することも出来ますので、詳しくは『共済だより』4月号で確認してください。

共済預金からのお知らせ

お問い合わせ先　施設課　☎048-822-3304

　レクリエーション施設利用券は、１年度内（４月１日～３月３１日）の利用回数に制限がありますので、下記のご利用
方法に注意してご利用ください。

　利用券の使用可能な施設については、「共済事業のあらまし」又は共済組合ホームページ（最新情報）のレクリ
エーション施設一覧表にてご確認ください。

レクリエーション施設の利用助成制度について

　平成２２年４月から開設された現行の「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」は、お申込後に、ご自身の年金見込額等の年金個
人情報をパソコンで閲覧することができるサービスとして皆様にご利用いただいてまいりましたが、平成２７年３月３１日
をもちまして、年金個人情報の閲覧を一旦終了させていただきます。
　平成２７年４月以降につきましては、新たな地共済年金情報Ｗｅｂサイトを開設する予定でおります。詳細は決まり次第
ご案内します。
　なお、現行の「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」につきましては、新規でご利用申込みできる期間は平成２７年１月３１日ま
でとなります。
　また、現在ご利用いただいておりますユーザＩＤ・パスワードについては、平成２７年３月３１日をもって失効します。

現行の地共済年金情報Ｗｅｂサイトは、
一旦終了しリニューアルさせていただきます。

◆ご利用申込みの簡単な流れ

地共済年金情報地共済年金情報地共済年金情報
WebサイトにアクセスWebサイトにアクセスWebサイトにアクセス

ユーザＩＤ・パスワードユーザＩＤ・パスワードユーザＩＤ・パスワード
通知書受領通知書受領通知書受領

ログイン・閲覧ログイン・閲覧ログイン・閲覧
※※※平成27年3月31日まで可能平成27年3月31日まで可能平成27年3月31日まで可能

ご利用申込みご利用申込みご利用申込み
（基礎年金番号・氏名・（基礎年金番号・氏名・（基礎年金番号・氏名・
生年月日等を入力する）生年月日等を入力する）生年月日等を入力する）

※※※平成27年1月31日まで可能平成27年1月31日まで可能平成27年1月31日まで可能

全国市町村職員共済組合連合会　年金部年金企画課　
専用回線：０３-５２１０-４６０７　（9時～17時（土・日・祝日を除く））●相談窓口

全国市町村職員共済組合連合会及び各共済組合ホームページからもアクセスいただけます。
　　　　　　　　　  毎日６時から２４時まで（サーバーのメンテナンス時を除く。）
　　　　　　　　　  平成２７年３月３１日まで（新規利用申込みは平成２７年１月３１日まで）

ご利用時間
ご利用可能期間

【 https://www.chikyonenkin.jp/ 】地共済年金情報Ｗｅｂサイト

利用対象者：組合員及び被扶養者（本組合にて組合員証等が発行されている方）に限ります。
利用限度回数：１施設につき１人１回が利用限度（レジャー施設等）
　　　　　　　ただし、映画館・日帰り温泉は、指定施設の中から１年度内１人３回を限度とします。
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